つくば市教育委員会後援名義使用申請に係る確認書

１　添付書類の確認
申請に当たって、つくば市教育委員会後援名義使用申請書に以下の書類の添付が必要となります。それぞれの書類が揃っていることを確認し、チェック欄にレ点（☑）を記入してください。（書類に不足がある場合は、申請を差し戻させていただきます）
	
	書類名
	チェック欄（☑）

	1
	主催者の組織を明確にできるもの（規則、会則、定款のほか、主催者の経歴や活動実績を記したもの (過去に実施した行事等のパンフレットやチラシ、活動をまとめた書類等)）
	□

	2
	主催する団体の役員名簿（実行委員会の場合、各委員の経歴や所属団体等を含むものであること）
	□

	3
	行事等の概要がわかる資料（事業計画書、開催要項、実施要綱、プログラム、パンフレット、チラシ等）
	□

	4
	行事が講演や講座等である場合、テーマ及び具体的な内容を示す書類
	□

	5
	収支予算書（予備費を計上している場合は、想定される使途を明記してください）
	□



２　要件の確認（主催者）
承認を受けるためには、主催者が以下のすべての要件を満たしている必要があります。それぞれの要件を満たしていることを確認し、チェック欄にレ点（☑）を記入してください。
	
	要件
	チェック欄（☑）

	1
	国、地方公共団体等から、過去３年間に虚偽の申告その他不正な手段により後援名義等の使用承認を受けたことがない（受けようとした場合を含む。）
	□

	2
	過去におけるつくば市教育委員会の後援名義の使用において、後援名義の使用条件要件に違反していない
	□

	3
	暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２号第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない
	□

	4
	つくば市教育委員会に対し、つくば市不当要求行為対策要綱（平成16年つくば市告示第103号）第２条で定める行為をしたことがない
	□



３　要件の確認（行事）
承認を受けるためには、行事が以下のすべての要件を満たしている必要があります。それぞれの要件を満たしていることを確認し、チェック欄にレ点（☑）を記入してください。
	
	要件
	チェック欄（☑）

	1
	つくば市内で開催されるものであり、オンラインのみで開催されるものではない
	□

	2
	個人の自宅等で開催されるものではない
	□

	3
	営利又は商業宣伝を目的とするものではない
	□

	4
	営業活動や勧誘を目的とするものではない
	□

	5
	投資や金融に関する内容が含まれるものではない
	□

	6
	政治活動・宗教活動等にかかわりがあるものではない
	□



４　合理的配慮の提供の確認
　合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められているものです。申請行事の実施に当たって、どのような合理的な配慮の提供を予定しているかを記入してください。（複数選択可）
	
	提供内容
	ある場合は☑

	1
	身体障害者用駐車場
	□

	2
	多目的トイレ
	□

	3
	筆談対応
	□

	4
	手話通訳
	□

	5
	コミュニケーションボード
	□

	6
	その他（自由記載）


	□



５　他団体への申請状況
　申請行事について、他の団体等（例：文部科学省、茨城県、つくば市、県内他市町村）へ後援名義の使用申請を行っていますか。　申請を行っている場合は、申請先の名称を記載してください。
	はい
	いいえ

	申請先：


	□




６　後援名義の使用条件への同意
　後援名義の使用を承認された場合、名義の使用にあたって、必ず以下の条件が付されます。条件を確認し、同意する場合は、チェック欄にレ点（☑）を記入してください。（一つでも同意できない項目がある場合は、後援名義の使用を承認できません）

	条件
	チェック欄（☑）

	〇行事等への協力について

	つくば市教育委員会は、後援名義の使用を承認した行事等について、学校等でのチラシの配布等、行事等の周知に対する協力は行っておりません。
	□

	つくば市教育委員会は、後援名義の使用を承認した行事等について、地域交流センター等、公共施設の使用料減免や優先予約等の協力は行っておりません。
	□

	〇使用承認の取消し及び取消しに伴う損害賠償等について

	虚偽の申告その他不正な手段により後援名義の使用の承認を受けたことや使用承認期間外に後援名義を使用したこと、付された条件に違反したこと、承認要件を満たさなくなったことが確認された場合は、使用承認の取消しを行います。
	□

	使用承認の取消しによって生じた損害に対して、つくば市教育委員会は、その賠償の責めを負いません。
	□

	使用承認を取り消された主催者は、その使用に伴って委員会に損害を与えた場合は、つくば市教育委員会から賠償を請求される可能性があります。
	□

	後援名義の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用承認を受けた主催者が負うものとし、つくば市教育委員会は、いかなる場合においてもその責任を負いません。
	□





１～６の全ての項目について確認し、チェック欄にレ点（☑）を記入しました。

団体名：
担当者名：
